
湖南広域消防局関係市消防団協力事業所表示制度を創設 
事業所の方も消防団を応援してください！ 

地域を火災等の災害から守り、地域の消防防災リーダーとして重要な役割を

果たす消防団。しかし、年々、消防団員数は減少傾向にあり、活動する消防団

も構成４市の消防団員の約６割がサラリーマン団員となっていることから、地

域防災力の低下が心配される状況となっています。 

 そこで、湖南広域消防局では、消防団員の確保及び活動環境を整備するため

「消防団協力事業所表示制度」を本年１２月１日から導入し、事業所との新た

な協力体制を構築して、地域防災力のさらなる維持・向上に努めるものです。 

 
１ 関係市消防団の状況 
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野洲市消防団
(定数178人)

栗東市消防団
(定数98人)

守山市消防団
(定数214人)

草津市消防団
(定数228人)

関係市消防団員数

男性団員数

女性団員数

201人（充足率88.2%）

214人（充足率100%)

94人（充足率95.9%）

168人（充足率94.4%）

 
                         ［平成２１年４月１日現在］ 
２ 関係市のサラリーマン団員の状況 
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３ 制度の概要 

（１）消防団協力事業所として認定された事業所には、「消防団

協力事業所表示証」を交付するとともに、消防局ホームペ

ージ等で事業所名を公表します。 
（２）事業所は、表示証を社屋等に提示でき、また、自社のホー

ムページ等でも広く公表することもできるため、社会貢献

企業として信頼性の向上につながります。 
 
４ 認定基準 

 消防関係法令に違反がなく、次のいずれかに該当している場合に認定します。 
（１）草津市消防団、守山市消防団、栗東市消防団及び野洲市消防団の団員が

３名以上従事している事業所 
   ・非正規社員等の別は問いませんが、短期雇用者は除く。  

（２）従業員の就業時間中における消防団活動について、積極的に配慮してい

る事業所    
 ・就業時間中の出動・訓練等に関して配慮をしている。 

 ・消防団活動を行う際に、賃金等をカットしない等の配慮をしている。 

・消防団活動を行うことに対して、昇進や昇給等で不利に扱わないように内部規程な

どで定めている。 

（３）災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力している事業

所 
 ・湖南防火保安協会「災害時消防活動等支援協力事業所（３２５事業所が登録）」に

登録している事業所及び関係市と災害時の支援協力を協定している事業所で、大規

模災害や火災において、保有する物品（建築工具類、重機、車両など）を消防団の

活動に提供することとしている事業所。 

（４）その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強

化に寄与しているほか、消防団長の意見具申により消防局長が特に優良

と認めた事業所 
・消防団の訓練場所として、事業所敷地や建物一部を提供している事業所 

５ 申請方法 

 湖南広域消防局関係市消防団協力事業所表示制度実施要綱による申請用紙に

必要事項を記載し、以下の書類を添付したものを各消防署（南消防署除く）庶

務管理係へ提出してください。 

 (1) 会社案内・パンフレット等事業所の業務内容が分かる書類 

 (2) 消防団への協力内容が具体的に分かる書類 

 

お問い合わせ先 栗東市小柿３丁目１－１ 湖南広域消防局 総轄監理課業務管理係 

℡552-8823  http://www.konan-kouiki.jp 

 
 

 
 

湖南広域消防局 


